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「しが住宅セーフティネット計画」４月発信！！ 

正式名：「滋賀県住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画」 

～共生社会の実現を目指して～ 大家さんへのメッセージ 

平成29年10月、住宅セーフティネット法が改正され、「新たな住宅セーフティネット制度」の柱であ

る「セーフティネット住宅」の登録制度が始まりましたが、全国的に登録戸数は伸び悩んでいます。 

 その大きな要因は、「孤独死があるのではないか？」、「家賃を滞納されたらどうしよう。」、そんな大家

さんの見えない心の不安です。 

 そこで、このたび県では、入居者さんへの支援に加え、大家さんの不安軽減の仕組み、取組について

定めた計画を策定することとしました。 

大家さんの不安が和らげば、住まい探しに苦慮されてきた方に光が差し込みます。 

 賃貸住宅の大家さん、誰一人取り残さない共生社会の実現に向け、ぜひ力を貸してください。 

★「大家さんの不安」により賃貸住宅の入居に苦慮されている方がいます。 

 

 

 

 

 

【大家さんの拒否感の状況（全国調査）】  

・賃貸物件の大家さんの一定割合が住宅確保要配慮者への賃貸に拒否感を有しています。 
  参考：「家賃債務保証会社の実態調査」（H26日本賃貸住宅管理協会調査）   国土交通省資料から抜粋 
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★大家さん、一人で悩まないで！  ～「居住支援法人」を中心に、みんなで支えあいます～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【入居拒否の状況（県内調査）】 

・賃貸住宅の仲介時に家主から入居を拒否された経験のある住宅確保要配慮者が少なくありません。 
参考：「滋賀県宅地建物の取引業に関する人権問題実態調査」（H25県調査） 

「宅地建物取引と人権」（平成27年３月発行）より抜粋 

平成25年３月に設立した「滋賀県居住支援協議会」の活動と併せて、入居者に対して生活支援等を

行う団体を今後「居住支援法人」として県が指定し、支援活動をしていただくことにより、みんなが

要配慮者の方々を支える仕組みを構築し、大家さんが安心して住宅を供給しやすくなるよう取り組ん

で参ります。 
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「滋賀あんしん賃貸住宅」に登録された大家さん、 

「 セ ー フ テ ィ ネ ッ ト 住 宅 」 に も ご 登 録 を ！ 
 

 

 

 

【参考】ホームページ 

 ・「滋賀あんしん賃貸ネット」 http://www.shiga-anshin.net/ 

 ・「セーフティネット住宅情報提供システム」 https://www.safetynet-jutaku.jp/ 

 

★大家さんに耳より情報！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従来から、滋賀県独自に取組を進めてきました「滋賀あんしん賃貸支援事業」において、住宅に配慮

を要する方の入居を拒まない住宅が1,400戸あまり県に登録されていることから、これらの住宅の大家

さんを中心に「セーフティネット住宅」のＰＲを進めます。 

手数料  

廃止など 

国からの  

補助金等  

専用住宅等の改修に対する支援措置

 （補助を受けた住宅は専用住宅化）

① 専用住宅に対する改修費補助　　（補助を受けた住宅は専用住宅化）

補助対象工事 バリアフリー工事、耐震改修工事、用途変更工事等

補助率 【補助金】　： 国１／３　（制度の立上がり期、国の直接補助）

入居者要件等 入居者収入および家賃水準 （特に補助金）について一定要件あり

② （独）住宅金融支援機構による登録住宅に対する改良資金融資等

区　分 滋賀あんしん賃貸住宅 法に基づく登録住宅

目的
　高齢者等の民間賃貸住宅への入居の円滑化と賃貸人、

賃借人双方が安心できる賃貸借関係の構築
　住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進

概要
　民間賃貸住宅の賃貸人が下記対象者を受け入れることと

して仲介事業者（協力店）を通じて申請し、県が登録する住

宅

　住宅確保要配慮者の入居を受け入れることとしている賃貸人が申請

し、県が登録する住宅

※ 大津市に所在する住宅は大津市が登録

根拠 滋賀あんしん賃貸支援事業実施要領 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律

創設年月 平成22年２月 平成29年10月

制度の主体 県 （任意） 国 （法定）

対象者 ・高齢者世帯　・障害者世帯 ・法および省令で定められた者　　15者

・外国人世帯　・子育て世帯 ・供給促進計画で独自に定められた者　 13者 

・被災者世帯　・低所得者世帯 ※対象者については、裏面参照

登録の条件 特になし ・床面積が25㎡以上であること

・耐震性を有すること　等

登録区分 なし  ①登録住宅　②専用住宅 （左記の中から賃貸人の意思に基づき選定）

登録手数料 なし 各都道府県が条例で定める （2019年４月から無料）

物件の公開方法 ホームページ ホームページ

「滋賀あんしん賃貸ネット」 「セーフティネット住宅情報提供システム」

・住宅確保要配慮者の「専用住宅」として登録した場合、国による改修費

の補助

・住宅金融支援機構による改修費の融資 （全ての登録住宅が対象）

登録戸数 1,402戸 （H30 .3） －

財政支援 －
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■「しが住宅セーフティネット計画」の基本情報 

 

１ 課題と背景 

・近年、高齢者、障害者、子育て世帯、外国人等に対する賃貸住宅への入居拒否感の存在が課題とな

っている。 

・住宅確保要配慮者の居住の安定確保を図るためには、公営住宅に加えて、民間の賃貸住宅への入居

の円滑化を進め、重層的な住宅セーフティネット機能を強化することが求められている。 

・国において、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」（平成 19 年法律第

112 号、以下「法」という。）が一部改正、平成29年 10月 25日に施行され、住宅確保要配慮者の

入居を拒まない賃貸住宅の登録制度等が新たに設けられた。 

・法第５条第１項に基づき、都道府県は賃貸住宅供給促進計画を策定することができるとされた。 

２ 計画の目的 

・高齢者、障害者、子育て世帯、外国人をはじめとした「住宅確保要配慮者」が賃貸住宅に円滑に入

居できるよう、供給の目標および供給の促進に関する事項を定める。 

３ 計画の位置づけ 

・法第５条第１項に規定する都道府県計画として位置づける。 

・上位計画である「滋賀県住生活基本計画」と整合を図るほか、「滋賀県高齢者居住安定確保計画」と

連携しながら、施策を進めることとする。 

４ 計画期間 

・平成31年度から平成37年度まで （「住生活基本計画の改定周期に準拠」） 

５ 住宅確保要配慮者の範囲 

 【法および省令で定められた者】 

・低額所得者 ・被災者（発災後３年以内） ・高齢者 ・障害者 ・子どもを養育している者  

・外国人 ・中国残留邦人 ・児童虐待を受けた者 ・ハンセン病療養所入所者 ・ＤＶ被害者 

・北朝鮮拉致被害者 ・犯罪被害者等 ・生活困窮者 ・保護観察対象者等 

・東日本大震災等の大規模災害の被災者 

 【国の基本方針等に基づき独自に定める者】 

・海外からの引揚者 ・新婚世帯 ・原子爆弾被爆者 ・戦傷病者 ・児童養護施設退所者  

・ＬＧＢＴ ・ＵＩＪターンによる転入者  

・指定難病患者 ・要介護要支援認定を受けている者 ・妊婦  

・被災地からの避難者（発災後３年以内） ・犯罪をした者等 

・住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援を行う者 

 

６ 策定の時期  平成31年３月末 

 

■全国の状況  20都道府県・１政令市 

【都道府県】北海道、青森県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、東京都、 

山梨県、岐阜県、静岡県、大阪府、兵庫県、和歌山県、 

鳥取県、徳島県、香川県、愛媛県、長崎県、宮崎県、沖縄県 

【政令市】 横浜市 


